
平成２６年度中央区まちづくり推進経費

【A】 … 継続事業

【B】 … 新規事業［まちづくり懇話会等提案］

【C】 … 新規事業［人材育成］

【D】 … 新規事業［その他］ （単位：千円）

№ 種別 方向性

めざす区の姿　「新たな出会いと未来創造の都会（まち）　～つながる、中央区。～　」

予算総額 20,000 千円

種別

事業名 事業内容 予算 (要求)額

1 A
みんなのまちづくり情
報発信事業

①
②
③
④

区内の魅力・まちづくり活動・まちづくりに携
わる人等を取り上げた情報誌の作成・配布
(２回発刊予定）。

4,600

2 A・C 区だより

①
②
③
④

中央区のまちづくり事業や地域の取り組み
等を掲載した区だよりを区内各戸に配布（２
回発行予定）及び区民編集員養成講座を
開催する。

2,630

3 A
中央区・校区カルタ製
作事業

①
②

各校区の魅力や自慢を歌いこんだ「校区カ
ルタ」を順次作成し、まちづくりへの関心を
高める。H２６はカルタの製作及び、絵札・
読み札の選定それぞれ７校区を予定。

4,800

4 B
中央区お宝探検事業
【新規】

①
②

自分の校区を探検しながら発見したお宝
を、持ちよってお宝マップ等を作成するとと
もに、まち歩きなどに活用し、世代間、校区
間の交流を図る。「校区カルタ」とも連携。

150

5 B・C
アクティブシニア増殖
プロジェクト【新規】

①
②
③
④

仕事、家事、趣味等で培ったノウハウを地
域に活かしたい中高年世代を対象に実践
的な研修を行い、「アクティブシニア」として
育成し、地域の活性化につなげる。

750

6 A
地域コミュニティづくり
支援補助金

①
②
③
④

魅力あるまちづくりを推進するため、 校区
自治協議会や町内自治会等が主体的かつ
継続的に行う、様々な分野の地域課題の解
決や地域コミュニティの活性化に向けた取
り組みを財政的に支援する。

1,030

7 B
校区の町内割入電子
地図の作成と活用
【新規】

③
④

各校区の町内が線引きされた電子地図を
作成し、各校区で出様々なまちづくり活動
（子育て・高齢者見守り・防犯等）の用途に
応じて加工し活用してもらう。

2,486

8 B
水前寺賑わいづくり
支援事業【新規】

②

「水まち水前寺～春・夏・秋・冬～」をテーマ
に、水前寺界隈の活性化に向けた取り組み
を支援する。10月12日（日）に「水まち水前
寺賑わいまつり」を実施予定。

1,809

1,000

9 B
障がい児就労体験
”ぷれジョブ”の拡大
支援【新規】

③
④

障がいのある子供たちのお仕事体験を地
域で受け入れ、支援する取り組みを広げる
ための広報等を行う。

245

11 A

中央区まちづくり懇話
会
(アイデア提案制度及
び作業部会の活用）

区の特性を生かしたまちづくりの推進に関
して、「まちづくり事業アイデア提案制度」に
より提案された内容等を協議する。
また、作業部会において個別の事業案づく
りを行う。

500

10 B
中央区ぼうさいキャラ
バン【新規】

③
若い世代の参加を促すような「防災イベン
ト」を校区ごとに巡回形式で開催する。

区民、地域、行政が「つながる」ことで、誰もが暮らしやすさを実感し、心豊かで活力ある未来をつくるまちを

めざす 

方向性① 
“きらり”とひかる品

格ただようまちをつ

くる 

方向性② 
“わくわく”があふ

れる活力と賑わい

のまちをつくる 

方向性③ 
“ほっと”できる安
全で安心なまちをつ
くる 

方向性④ 
“いきいき”と暮ら
せる健やかなまちを
つくる 
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推進体制 

参
加
意
欲
を
高
め

る
情
報
の
発
信 

住
民
や
地
域
が
つ
な

が
る
機
会
の
創
出 

新
た
な
担

い
手
の
参

画
の
促
進 

住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
の
支
援 

 

新
た
な
テ
ー
マ

に
お
け
る
協
働

の
働
き
か
け 

中央区まちづくりの方向性 

 

参 

画 

の 

拡 

大 
 

協 

働 

の 

推 

進 

参画と協働を

支えるしくみづ

資料4

1 



 

～中央区役所では、中央区お宝探検隊事業の実施団体を募集しています～   

「地域のお宝（史跡や名所、名物のお店や人など）をみんなで理解し、子どもたち

に伝えていきたい！」「みんなで地域のことをもっと知るきっかけが欲しい！」 

そのような地域の魅力を発掘し、子どもたちに伝えていく活動を中央区役所は支援

しています！興味がある団体は、まずはご相談ください。 

 

 

 

 

支援内容 まち歩きをどう進めるかなどのアドバイス（または講師派遣） 

     歴史的な勉強会や資料づくりのための講師派遣 

     市政だよりなどによる他の校区からの参加者募集（市政だよりの締め切りは、10週間前）  

問合せ先 中央区役所まちづくり推進課 TEL 096-328-2614 （担当：中川・木村・松岡） 

 

中央区のお宝を知ろう！！中央区お宝探検事業 

例えば・・・ 

「子どもたちと一緒に、子どもたちの目線で地域のお宝を発見、探検していくイベントを開催

したい」「健康づくりのためのウォーキングで地域の名所巡りをしたい」「地域の歴史勉強会

をしたい」「夏祭りなどで地域のクイズラリーをしたい」 など 

 一新校区では、地域ボランティアのガイドのもと、地域のお宝である名所や名

店等を“さるく”、「まち歩き」を随時行っています。今回は、幕末に坂本竜馬

が宿泊した「御客屋跡」、昔ながらの玩具屋『新鳥町のむろや』、400年前から

ある『裏小路地蔵』、校区名物の『新町菓子』などをＮＰＯ法人一新まちづくり

の会から案内してもらいながら、城下町の一新校区を散策します。 

 また、「まち歩き」や「まちづくり活動」についての交流会も開催します。 

  

第１回  『一新校区まち歩き』参加者募集 

日 時 

集合場所 

参 加 費 

申 込 み 

対象は、中央区にお住まい、または中央区で活動されている方です。 

お子さんも楽しめる内容ですので、皆様ふるってご参加ください！！ 

 

  

      平成26年6月22日(日) 少雨決行 

  まち歩き 9時30分～11時 

  交流会   11時～12時 

      熊本市健康センター新町分室 
 （旧西保健福祉センター 中央区新町２丁目4-27） 

  ※駐車場の台数が限られていますので、公共交通機関の 

   ご利用をお願い致します。 

    300円 （ 保 険 料 ・ お 菓 子 代 ） 

     5月30日までにひごまるコールへ。  

⇒ 電 話(334-1500)ま た は ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾈ ｯ ﾄ(higomaru-call.jp) 
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平成２６年度アクティブシニア増殖プロジェクトについて 

 

                 アクティブシニア増殖プロジェクト作業部会 

 

 

１ 事業の目的 

これまで仕事・家事・趣味等で培った知識や技術を活かして、地域に貢献したいと

いう中高年の方々（アクティブシニア）に、活動を始めるための具体的なノウハウや

活動の機会を提供し、その活動が自主的に展開できるよう支援することで、シニアの

生きがいづくりや地域の活性化につなげる。 

 

２ 事業推進の考え方 

  事業推進にあたっては、参加者自身がやりがいを持って事業に取り組んでもらうと

ともに、地域のまちづくりを担う人材の発掘、育成、輩出という視点を踏まえた研修

や実践を段階的、かつ継続的に進める。 

 

３ ２６年度の事業概要 

（１） 活動テーマ 

   “「昭和カルチャー」の魅力を発信するイベントを企画・実施しよう” 

     中高年世代の知識が豊富であり、同世代には幅広く共感を得やすいテーマで

あるとともに、若い世代にも新鮮な魅力を感じられる。 

    イベント開催は２７年３月を予定 

 

（２） スケジュールについて 

5月～6月   寄り合い実施 メンバー随時募集、成果発表の内容について 

       （第 1回寄り合い 平成 26年 5月 29日（木） 午後 6時） 

7月～8月   寄り合い実施 仕様書 

※実行委員会で（研修内容、成果発表の内容）の決定 

 9月      委託業者決定  

10月～12月  研修実施 

1月～2月   成果発表準備 

3月      成果発表 

  

   ※第 1回の寄り合いに向け、次回の実行委員会までに各委員がメンバー募集 

    （次回実行委員会 平成 26年 5月 23日（金） 16時～） 

※メンバー募集は、フェイスブックなどでも実施 

※メンバーは随時受付する 

    



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和をテーマに語り合い、昭和という時代を楽しみます。 

楽しんだら、平成の時代に「昭和」をプロデュース！ 

「昭和」の魅力を伝え、人生を楽しむ仲間をつくりましょう。 

 

 
寄り合い 

開催！！ 

 

 
 

とき：5 月 29日（木） 午後 6時～ 

場所：マスミーチュアル生命ビル 2階 

（熊本市役所横） 

※寄り合いは定期的に開催します。 

 

 
 

中央区まちづくり事業「アクティブ・シニア増殖プロジェクト」 
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あくてぃ部 平成26年度の活動予定 
☆5月～6月    あくてぃ部メンバー募集、寄り合い開催    

☆7月～9月    寄り合い 具体的な研修内容と企画イベントについての協議 

☆10月～12月   寄り合い 企画イベントの内容についての協議、研修の実施 

☆1月～2月    企画イベント発表準備 

☆3月       企画イベント発表 

 
 

アクティブ・シニア増殖プロジェクトとは… 
☆これまでの経験や特技をまちづくりや地域貢献に活かしたいと思っているシニアの

方々が集まって、１年間、色々な研修や活動をしながらまちづくりを通し、アクテ

ィブ・シニアとしての仲間を増やしていきます。 

☆平成 26 年度は、１年間の活動の集大成として、来年３月に、仲間たちで企画した

イベントを開催します（中央区がバックアップします）。 

 
 

対象者は・・・ 
☆趣味の合う、新しい仲間と楽しく活動したい 

☆これまでの経験や特技を活かしボランティア活動をしたい 

☆少し時間の余裕ができたので、何か面白いことをしてみたい 

 
 

あくてぃ部に興味がある方、入部したい方は 

☆熊本市中央区役所総務企画課まで 

☆電話 328-2610 

今年のテーマは・・・ 
☆「昭和カルチャー」 

東京五輪、東洋の魔女、演歌、巨人、大鵬、卵焼き、トレンディドラマ、バブル、石

油ショック、ロッキード事件、ピンクレディ あなたにとっての「昭和」をこの平成

の時代にプロデュース 

 



中央区役所では、魅力あるまちづくりを推進するため、 校区自治協議会及
びその構成団体や町内自治会が主体的かつ継続的に行う、様々な分野の地域
課題の解決や地域コミュニティの活性化に向けた取り組みを応援します！ 

１ 応募（企画提案）できる団体 

 ・校区自治協議会 

 ・校区自治協議会の構成団体 

 ・町内自治会  

２ 対象事業（校区内の地域団体との共催事業も可） 

次に掲げる事業で、引き続き活動の継続が見込まれる事業とします。 

① 地域の連帯感に基づく自治意識醸成につながる事業 

② 住民の身近な課題を解決する事業  

③ 地域の特性を活かした創意と工夫による事業 

④ 地域における従来の取組みを発展させる事業 

⑤ 地域コミュニティの活性化につながる事業 

⑥ 前各号に掲げるものの他、市長が認める公益的な事業 

※対象外事業 

① 他に公的な補助金、交付金等を受けている事業、または受ける予定の事業 

     ② 営利を目的とした事業 

     ③ 祭りや運動会などのイベント等のうち既に毎年恒例となっている事業 

     ④ 個人や団体に金品を支給することを目的とした事業 

     ⑤ その他、宗教活動、政治宣伝活動、選挙活動などに類する事業 

１４ （参考）中央区地域コミュニティづくり支援補助金事業例 

事業名  初年度  次年度以降  

防災対策事業  

・防災マニュアル
の作成 

・校区避難マップ
の作成 

  防災訓練の実施 

 ・防災訓練の実施 

 ・災害時要支援者対策の立 

  案及びシュミレーション 

環境美化・リ

サイクル事業  

・草刈機購入 
・倉庫、リヤカー

の購入 

  ・河川、公園等の除草 
  ・資源ゴミの回収  

 ・河川、公園等の除草 

 ・資源ゴミ回収 

 ・美化運動 

子育て支援事

業  
・絵本、玩具購入   読み聞かせの実施 

 ・読み聞かせの実施 

 ・子育てに関する講演会の 

  開催  

高齢者支援事

業  

食器・調理 

器具の購入 
  配食サービスの実施 

 ・配食サービスの実施 

 ・高齢者のための料理教室 

  の開催  

地域の課題発

見・対応事業 

ア ン ケ ー ト 調 査
（集計、結果報告
書の作成） 

  ・結果の分析による地域 
   課題の抽出、整理 
  ・課題解決のためのプラ 
   ンづくり 

 プランに沿った事業の展  

 開（自治会加入促進、防犯 

 対策、青少年の健全育成 

 等）  

生 活 環 境 改

善・景観づく

り事業  

・原材料費 
（花苗・肥料・培

養土等） 
・プランター 
・花壇造成  

  道路沿いなどへの四季 
  折々の花苗の植栽 

 ・花の育成、除草 

 ・草花の鑑賞会 

 ・環境美化運動 

 ・活動を通じたコミュニケ 

  ーションづくり 

郷土の魅力発

見・育成事業  

・取材費 
・印刷費 
・事務用品費 
・コピーリース  

  ・校区の歴史資料の収集 
   整理 
  ・郷土誌の創刊  

 ・郷土巡り 

 ・標木板設置 

 ・郷土に関する講演会の開 

  催 

熊本市中央区役所まちづくり推進課まちづくり班 ℡：３２８－２６１４ 

（熊本市中央区手取本町１-１熊本市役所本庁舎１階５番窓口） 

地域の伝統・

賑わい再生事

業  

・みこし 
太鼓修理 

・屋外用 
音響設備・ 
テント購入 

  地域のお祭りの復活  

 ・お祭りの創設・拡大 

 ・地域の伝統芸能の担い手 

  育成 

 校区自治協議会、町内自治会の場合 

  ・企画提案書（様式第１号） 

  ・予定事業費の内訳がわかる関係書類（見積書等） 

 校区自治協議会構成団体の場合 

  ・企画提案書（様式第１号） 

  ・予定事業費の内訳がわかる関係書類（見積書等） 

  ・校区自治協議会の会合等議事録（構成団体の確認を行うとともに事業提案における 

    校区の総意を確認するための添付資料として、議事録のご提出をお願いします。） 

３ 提出書類 

熊本市中央区役所まちづくり推進課 
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４ 対象経費 

     ① 報 償 費：講師謝礼、出演料など 

② 研 修 費：視察研修等にかかる交通費及び宿泊代など 

③ 印刷製本費：チラシ作成費、印刷代など 

④ 消 耗 品 費 ：事務用品、書籍代、草刈機や発電機等の燃料代など 

⑤ 通信交通費：郵便料金、交通費、駐車料金など 

⑥ 備品購入費：草刈機、倉庫、調理器具など 

⑦ 借 上 料：会場等の使用料、資機材・車両等の借上げ料、運搬費など 

⑧ 委 託 料：調査・研究委託、警備委託など 

⑨ その他特に必要と認めた経費 

       保険料、各種申請手数料、振込手数料、印紙代、著作権料など 

※対象外経費 

① レセプション開催時などの飲食代 

② 団体の経常的な活動に要する経費（家賃、光熱水費等） 

③ 他団体への寄付金、負担金 

④ 領収書が無いなど、支出の根拠が確認できない経費 

５ 補助率及び補助金の額 

    補助対象事業費の１／２以内で、２万５千円以上３０万円以内（千円未満端数切捨て） 

６ 補助対象事業期間 

    補助対象事業決定の日から平成２７年３月３１日までに完了する事業です。 

７ 募集期間 

    平成２６年７月３１日（木）まで  

８ 審査の方法及び予算額 

 提案された事業について、企画提案会（審査会）により審査し、予算総額１００万円の範囲内で、

補助対象団体及び交付額を決定します。  

９ 企画提案会（審査会） 

 提案を行った団体には、企画提案会（審査会）にて事業の説明していただくことがあります。詳細

は別途ご案内します。  

１０ 審査結果の発表 

 事業の採択又は不採択について、企画提案会（審査会）終了後、１４日以内に文書により通知しま

す。  

１１ 応募（企画提案）に関する注意事項 

 ・応募（企画提案）にかかる経費は、応募団体の負担とします。 

 ・提出された書類一式は返却いたしません。  

  ※新たに放送設備や倉庫等の設置を予定する事業の場合は、土地の所有者等の確認をして 

   いただくとともに、承認を得る見込みがあること。 

１２ 応募・問い合わせ先 

 応募する場合は、事前に下記までご連絡ください。  

 熊本市中央区役所まちづくり推進課まちづくり班 

  ℡:３２８－２６１４ 

 （熊本市中央区手取本町１-１熊本市役所本庁舎１階５番窓口） 

１３ これまでに採択された主な事業（平成２５年度実績） 

 ・大江校区第１町内自治会『「大江1町内 みんなの保健室」事業』 

 ・向山校区自治協議会『向山校区ふれあいウォーキング事業』 

   住民交流と高齢者の安否確認、健康増

進を目的とした事業。大江1町内にある

県営山の上団地集会室を「みんなの保健

室」と位置付け、住民誰もが気軽に集え

るように血圧計や体重体脂肪計、書籍等

の備品を揃え環境を整備。開設後は月に

２回、看護師・保健師による健康状態の

確認・指導、健康相談を無料で実施。年

に数回、健康に関する講演会も開催。 

 校区住民の交流と健康まちづくり

の推進を目的とした事業。歩数計を

貸し出し、各自での日々の歩数記録

に加え、月に1回、地元の九州リハビ

リテーション学院の協力による「歩

き方講習会」を実施。校区歴史探訪

ウォーキングマップの作成をすると

ともに、年度末には終了式を兼ねた

ウォーキング大会を開催。歩数記録

の上位者には表彰状の授与を行い、

参加者の活動継続を促しています。 

 ・出水校区第６町内自治会『戸井の外公園集会所環境改善による地域コミュ 

              ニティ活性化事業』 

 ・一新校区第１０町内自治会『藤崎台環境美化事業』 

 ・壺川校区自治協議会『郷土の魅力発見と地域住民の連帯感育成事業 

            ～「壺川ふるさと音頭」作成を通して～』 

 ・黒髪校区自治協議会『地域住民と留学生との異文化（食文化）交流事業』 



 目的にあった地図に作りかえることもできます。  

校区町内割入電子地図の活用方法(案） 

非該当

要支援

要介護 １

要介護２～５

介護度

 
 
　氏　名　　　　　　居宅名

6

独

付箋紙色：
介護度

ニーズ

在介 金色：独居痴呆

未
ニーズ調査

未調査

 要援護者をプロットすることもできます。  

  

詳細な地域資源を見ることができます。 

  

地域の民生委員さん方が訪問ケースの台

帳を作られたり、紙ベースの地図に付箋紙

を張ったりされています。 
 

電子地図を使うと保管や印刷が便利です。 
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